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（１） ２．０１の最終段落の後段と【注】を次のように改める。  

 

ただし、以下の場合を除く。 

（ａ） 内野の境目となるグラスラインは、投手板の中心から半径 95 ㌳（28.955

㍍）の距離とし、前後各１㌳については許容される。しかし、投手板の中

心から 94 ㌳（28.651 ㍍）未満や 96 ㌳（29.26 ㍍）を超える箇所があって

はならない。 

（ｂ） 本塁一塁間のベースラインに沿ったフェアテリトリの内野のグラスライ

ン（芝生の線）はベースラインから 18 ㌅（45.7 ㌢）以上、24 ㌅（61.0 ㌢）

以下でなければならない。 

 

【注】 我が国では、本項（ａ）および（ｂ）については、適用しない。  

 

 競技場の区画として、グラスライン（芝生の線）の規定内容が昨年に続いて、さ

らに追加されました。従来の規定内容が（ａ）項となり、（ｂ）項として従来のス

リーフットレーンに加え、本塁一塁間のベースラインに沿ったフェア地域内のグ

ラスライン（芝生と土の境目または色の異なった人工芝の境目）までが打者走者

の適正な走路として認められ、ベースラインから 18 インチ～24 インチの幅と示さ

れています。おそらく、改正項目（５）の規則５．０９（ａ）（１１）『打者走者に

対する、本塁一塁間の後半の走路』に関する改正の基準となる位置範囲を明らか

にしたものと考えられます。 

 しかしながら、日本の国内で使用する球場やグラウンドは様々であり、この基

準（ライン）を示すことは困難であることから、規則としては適用しないことにな

ります。また本書の巻頭「野球競技場区画線（１）」においても現行の表記のまま

となります。 

 

（２） ３．０１【軟式注】のＨ号の反発「50 ㌢～70 ㌢」を「70 ㌢～90 ㌢」に改

める。 

 

 全日本軟式野球連盟で使用されている公認球のうち、準硬式の公式大会で使用

するボールの「反発」に関する許容範囲が改正されました。 

 

（３） ３．０８（ｂ）を削除し、従来の（ｃ）以下を繰り上げる。また同（ｃ）

【注】を削除し、末尾に【３．０８注】を追加する。  

 

     【３．０８注】 アマチュア野球では、所属する団体の規定に従う。  

 



（４） ５．０４（ｂ）を次のように改める。  

 

  ① （２）【原注】の最終段落を削除する。  

 

  ② （４）（Ａ）最終段落の「マイナーリーグでは、」以下を削除する。  

 

 規則３．０８（ｂ）、規則５．０４（ｂ）については、今回の公認野球規則の

改正で「マイナーリーグ」に関する内容の記述を削除したものです。さらに規則

３．０８（ｃ）に付されていた【注】（アマチュア野球では、所属する団体の規定

に従う。）については、規則３．０８（ヘルメットに関する規定）の内容全体にか

かるものとして、本条の末尾に移動となりました。 

 

（５） ５．０９（ａ）（１１）【原注】の後段に次を加え、【注】を追加する。  

 

 審判員は、（Ａ）打者走者が本塁一塁間の後半に達した際、もしくは（Ｂ）

野手が一塁への送球にあたりボールをリリースした際のいずれか遅いときに、

打者走者の両足がスリーフットレーン内もしくはスリーフットライン上にあ

った場合、打者走者は５．０９(ａ) 

（１１）に従ったと判断する。 

 

【注】 我が国では、本項〔原注〕後段については、適用しない。  

 

【原注】の後段として、本規則の適用における『一塁に対する守備が行なわれてい

るとき』のタイミングについて明文化され、『打者走者が本塁一塁間の後半に達した

とき』と『野手が一塁への送球にあたってボールをリリースしたとき』のどちらか

遅いときという記述が追加されました。これについては、適用の判断基準であるこ

とから、このまま記述することになりましたが、規則５．０９（ａ）（１１）に関す

るプレイングルール改正の適用はしないことから、従来通りの解釈となります。 

 

（６） ５．１０（ｇ）を次のように改める。  

 

   最小限必要とする打者への投球 

（１） 先発投手または救援投手は、打者がアウトになるか、一塁に達する

かして、登板したときの打者（またはその代打者）から連続して最低３人

の打者に投球するか、あるいは攻守交代になるまで、投球する義務がある。 

      ただし、その投手が負傷または病気のために、それ以後投手としての

競技続行が不可能になったと球審が認めた場合を除く。  

 

     【注】 本項前段については、我が国では適用せずに以下のとおりとする。 

        救援投手は、そのときの打者（またはその代打者）がアウトにな

るか一塁に達するか、あるいは攻守交代になるまで、投球する義務

がある。先発投手については５．１０(ｆ)参照。 

 

   （２） イニングの初めに準備投球を行なった投手は、少なくともそのとき



の第１打者（またはその代打者）がアウトになるか一塁に達するまで投

球する義務がある。 

ただし、その投手が負傷または病気のために、それ以後投手としての

競技続行が不可能になったと球審が認めた場合を除く。  

 

 この規則５．１０（ｇ）は救援投手の投球義務について記述していましたが、

今回の改正は上記（１）項として、規則５．１０（ｇ）（１）は救援投手に限らず、

先発投手も３人の打者に対して投球する義務があるということになります。ここで

規則５．１０（ｆ）との矛盾が指摘されますが、これについて日本野球規則委員会が、

ＭＬＢの規則委員会に確認をしたところ、この５．１０（ｆ）という規則は形骸化

されているとの回答により、規則５．１０（ｇ）（１）が適用されているようです。 

 しかし、（１）項の後述に【注】で示したとおり、我が国では先発投手および救援

投手いずれにおいても従来通りとして「そのときの打者（またはその代打者）が

アウトになるか一塁に達するか、あるいは攻守交代まで」投球する義務がある

ことに変わりはありません。 

 またさらに（２）項として、イニングの初めに準備投球を行なった投手について

も、そのときの第１打者（またはその代打者）に対して少なくとも投球して打撃を

完了する義務が課せられることになりました。規則５．１０（ｉ）記載のとおり、

すでに出場している投手がファウルラインを越えて投手板に向かえば、そのとき

の第１打者に対して投球を完了する義務があるわけですが、第１打者に代打者が

送られた場合は、その打者に対して投球を完了する義務はなく、交代しても問題

ないことになっています。これが今回の改正により、たとえ代打者が送られたと

しても、投手が準備投球を開始してしまえば、その代打者に対しても投球義務を

果たさなければなりません。 

 しかし、代打者が送られない通常のケースであれば、規則５．１０（ｉ）のとおり、

ファウルラインを越えた時点でその投手は第１打者の投球義務が必要であること

や第１打者が代打者の際に投手がファウルラインを越えたとしても、準備投球を

開始する前であれば、その投手の交代は認められることに変わりはありません。 

 

（７） ５．１０（ｍ）の最初の段落を削除し、（１）を次のように改める。（下線部

を改正） 

 

投手交代を伴わないでマウンドに行くことは、９イニングにつき１チーム

あたり４回に限られる。延長回については、１イニングにつき１回、マウン

ドに行くことができる。 

 

 マウンドに行くことができる回数の制限が改正され、９イニングで４回までと

したものです。しかし、本項は末尾に【注】で記載されているとおり、我が国では

所属する団体の規定に従うことになりますので、高校野球での取り扱いに変更は

ありません。 

 

（８） ６．０２（ｄ）ペナルティ（１）の「マイナーリーグでは、自動的に１０試

合の出場停止となる。」を削除する。  



 こちらについても、上記（３）および（４）の改正項目と同様に、規則６．０２

（ｄ）の投手の禁止事項に対するペナルティの中で記載されているうち、「マイナ

ーリーグ」に関する内容の記述を削除したものです。 

 

（９） ７．０１（ａ）（２）を次のように改め（下線部を追加）、【例外】を削除する。 

 

球審もしくはリーグ事務局がコールドゲームを宣告した場合。  

 

 試合を途中で打ち切る際、試合を担当する球審のみに権限が与えられていまし

たが、リーグ事務局にもその権限が与えられることになりました。７．０１（ｃ）

にも明記されたように、球審だけでは判断できない事象もあること受けて、リー

グ事務局にもその権限が加えられたものであると考えられます。また、本書の巻

頭「正式試合」の表記も同様に追加することになります。 

また【例外】として、マイナーリーグで実施されるダブルヘッダー時の正式試合

となる回数を定める規定であり、改正項目（３）、（４）および（８）と同様これら

の記述を削除したものです。 

 

（10） ７．０１（ｃ）を次のように改め、【注】を追加する。  

 

    球審もしくはリーグ事務局は、天候、フィールドまたは球場のコンディ

ション、設備（開閉式屋根、防水シートなど）の故障または意図しない操作

ミス、大気の質、外出禁止令、電気または照明の喪失、地域や国家の緊急

事態、災害や政府の規制、暗闇、ファンおよび選手を含むチーム関係者と

球場職員の健康と安全、または試合の安全な実施と継続を妨げる異常事態の

ために、試合を延期または中止することができる。  

   【注】 我が国では、所属する団体の規定に従う。  

 

 予定されていた試合が実施できない事由項目が新たに追加、明記されました。

これらの内容は従来一部、規則７．０２（ａ）で示されていましたが、今回の改正

を受けて、正式試合の項目に移動となりました。本項は末尾に【注】で記載されて

いるとおり、我が国では所属する団体の規定に従うことになります。 

 

(11） 従来の７．０１（ｃ）と（ｄ）を統合し、同（ｄ）として次のように改める。  

 

① 冒頭部分を次のように改める。 

 

    コールドゲームが次に該当する場合、正式試合となる。  

 

  ② 末尾に次を加え、【注１】、【注２】を追加する。  

    コールドゲームとなった正式試合の得点はゲームが宣告された時点での

得点となる。 

    上記にかかわらず、両チームの得点が等しいままコールドゲームが宣告

された場合、またはイニングの途中で、そのイニングが終了する前にコールド

ゲームが宣告された場合であって、ビジティングチームが同点またはリード



するために１点またはそれ以上の得点をして、ホームチームがリードを奪い

返していない場合、通常であれば正式試合となるコールドゲームは、以下の

７．０２に適用されるサスペンデッドゲームとして扱われる。  

    リーグ事務局はまた、試合を打ち切らなければならない状況が非常に特

殊または異常であれば、公正を期すためにその試合をサスペンデッドゲー

ムとして扱うか、別の方法で扱う必要があるかを判断することができる。  

 

   【注１】 我が国では、正式試合となる前に、球審もしくはリーグ事務局が

試合の打ち切りを命じた場合には、〝ノーゲーム〟を宣告すること

ができる。 

   【注２】 我が国では、所属する団体の規定に従う。  

 

 従来の規則７．０１（ｃ）「試合途中で打ち切られた際に正式試合となるケース」

および、規則７．０１（ｄ）「正式試合の状況で両チームの得点が等しいまま打ち

切られたケース」について、本項として１つ統合されました。ただし、本項で示さ

れた正式試合となる（１）～（３）のケースで、同点の場合およびイニングの途中、

そのイニングが終了する前にそのイニングでビジティング（先攻）チームが逆転

したとき、またはその逆転されたホーム（後攻）チームが再び逆転できないままで

打ち切られた場合は、試合は終了せずに「サスペンデッドゲーム」となる旨が加え

られました。 

【注１】として、我が国では「ノーゲーム」を宣告することができる記述となっ

ていますが、これは我が国のプロ野球およびアマチュア野球の大学野球等では、

従来通り、正式試合となる前に打ち切られた場合は「ノーゲーム」としているため

となります。 

 また【注２】として、本項に関する取り扱いについて、現行の【注】で記載され

ているとおり、我が国では所属する団体の規定に従うことになります。 

 

(12） ７．０１（ｅ）および（ｆ）を削除する。  

 

 従来の規則７．０１（ｅ）には、正式試合となる前に試合が打ち切られた場合は

原則として、「ノーゲーム」とする記述、および規則７．０１（ｆ）には、正式試

合となっているサスペンデッドゲームの雨天引換券を発行しないとする記述の２

つの項目が、今回の改正によって削除されました。正式試合となる前に試合が打

ち切られた場合、「ノーゲーム」とはせずに「サスペンデッドゲーム」とすること

になりますので、この規則が不要になったものと考えられます。 

 

(13） 従来の７．０１（ｇ）を（ｅ）とし、同（４）を次のように改めるとともに、

【注】についても次のように改め（下線部を追加）、「サスペンデッドゲームと

しないで、」を削除する。 

（４） コールドゲームが宣告された正式試合の得点は、試合終了時の両チ

ームの総得点をもって、その試合の勝敗を決する。  

 

 



【注】 我が国では、正式試合となった後のある回の途中で球審もしくはリ

ーグ事務局がコールドゲームを宣告したとき、次に該当する場合は、両

チームが完了した最終均等回の総得点でその試合の勝敗を決すること

とする。 

 

 従来の規則７．０１（ｅ）および７．０１（ｆ）が削除され、従来の規則７．０

１（ｇ）が７．０１（ｅ）に繰り上げられました。また末尾の【注】についても、

７．０１（ａ）（２）の内容と同様、リーグ事務局も試合を打ち切ることができる

権限が与えられたことから、上記のように文言が加えられました。 

また、【注】では、本文はこの後に①および②のケースとして、コールドゲーム

が宣告されたときの勝敗に関する我が国での特例を述べているため、あえて「サス

ペンデッドゲームとしないで」の文言も必要ないとの判断から、削除することとな

りました。 

 

(14） ７．０２を次のように改める。 

 

  （ａ） ポストポンドゲーム（開始前に中止、延期された試合）やサスペンデ

ッドゲーム（以下の状況で打ち切られた試合）は、開始または再開して完了

できるよう、直ちに予定されなければならない。  

 

    （１）正式試合となる前。 

    （２）両チームの得点が等しい。  

    （３）イニングの途中で、そのイニングが終了する前に、ビジティング

チームが１点またはそれ以上の得点をして、同点またはリードを

奪ったが、ホームチームがリードを奪い返していない。  

  （ｂ） ポストポンドゲームおよびサスペンデッドゲームは、両クラブ間で予

定されているシーズン中（すなわち、両クラブ間で次に予定されている試

合の前）に、できれば同じ球場で、両クラブの試合のない日に開始または再

開して完了できるよう、直ちに予定されなければならない。  

  （ｃ） ポストポンドゲームおよびサスペンデッドゲームが、シーズン中に完

了する予定が立たない場合、またはシーズン中に実施可能な選択肢が片方

もしくは両方のチームに過度の負担を及ぼす場合、リーグ事務局は、関連

するすべての要素を考慮して、シーズンの完了後を含めて、試合を行なう

か決定する。 

  （ｄ） サスペンデッドゲームが、シーズン中に再開されなかった場合、その

試合がコールドゲームを宣告された時点ですでに正式試合となる回数が行

なわれていたときは、次のようになる。  

    （１）コールドゲームが宣告された時点でリードしているチームの勝ちと

なる。 

    （２）コールドゲームが宣告された時点で得点が同点であった場合、その

試合はタイゲームとなる 

    ただし、（１）および（２）にかかわらず、イニングの途中で、そのイニ

ングが終了する前にコールドゲームが宣告され、ビジティングチームが



１点もしくはそれ以上の得点でリードを奪うかまたは同点に追いつき、

ホームチームがリードを奪い返すか再び同点に追いつくことができなかった

場合、両チームが完了した最終均等回の総得点で勝敗を決する。  

  （ｅ） ポストポンドゲームがシーズン中に再び予定されなかった場合、また

はサスペンデッドゲームがシーズン中に再開されなかった場合であって、

その試合がコールドゲームを宣告された時点で正式試合となる回数が行な

われていなかったとき、その試合は〝ノーゲーム〟となり、いかなる目的

においても試合としてカウントされない。  

 

 （ａ）については、ポストポンドゲーム（開始前に中止、延期された試合）およ

び３つの条件のいずれかで試合が打ち切られた場合はサスペンデッドゲームとな

る旨の記述に整理されました。 

 （ｂ）の内容については、規則７．０２（ａ）に該当する完了できなかった試合

の実施日について定めた内容が記述されており、再開される試合は両チーム間で

シーズン中に可能であれば、次の両チーム間の試合の前に予定していた同じ球場

で実施することが望ましいとされています。 

 （ｃ）の内容については、上記の規則７．０２（ｂ）に則り、結局両チーム間で

予定が決められなかった場合、リーグ事務局がその試合の実施可否を最終的に判

断することを規定したものと思われます。 

 （ｄ）の内容については、サスペンデッドゲームがシーズン中に再開されず、そ

の試合の取り扱いを規定したものとなります。打ち切られた時点において正式試

合となっている場合では、得点の多いチームが勝ち、同点の場合はタイゲーム（引

き分け）、例外として打ち切ったイニングに表の攻撃で同点または逆転して、裏の

攻撃で再逆転するか同点に追いつくことができなかった場合は最終均等回（その

イニングの前の時点での両チームの総得点）で勝敗を決めることになります。 

 （ｅ）の内容については、上記（ｄ）とは異なり、まだ正式試合となる前の時点

で打ち切られたサスペンデッドゲームが、再開されなかった場合やポストポンド

ゲームが改めて予定されなかった場合に関する規定をしたものであり、この試合

は「ノーゲーム」となります。 

 なお、高校野球ではサスペンデッドゲームは採用しておらず、「継続試合の取り

扱い」（高校野球特別規則 22）に変更はありません。 

 

(15） 従来の７．０２（ｃ）を（ｆ）とし、本文および【原注】の「続行試合」

を「継続試合」に改める。また、【注】を【７．０２注】として「サスペンデ

ッドゲームについては、」を削除する。  

 

 「再開する試合にあたって出場できる選手についての規定」が示されており、こ

れらの記述が７．０２（ｆ）に繰り下げられました。記載内容の改正はありません

が、本文および末尾の【原注】で表記されている「続行試合」という文言を「継続

試合」に改められました。 

 末尾の【注】ですが、我が国の各団体での取り扱いが異なっていますので、規則

７．０２全体に係るものとして【７．０２注】としています。 



(16） ９．０１の「メジャーリーグではコミッショナー事務局、マイナーリーグ

では各リーグ事務局」を「リーグ事務局」に改め、第６段落の「メジャーリ

ーグの」、第７段落の「マイナーリーグのプレーヤーまたはクラブは、リーグ

の規則に基づいて、各リーグ事務局に記録員の決定を見直すように要求する

ことができる。」を削除する。 

 

 昨年の公認野球規則の改正により、「the office of the commissioner」を「リ

ーグ事務局」という表現に統一、またマイナーリーグに関する内容を削除するこ

ととしたため、単に「リーグ事務局」と表記することとなりました。また、第６段

落および第７段落の記述については、「マイナーリーグ」に関する内容の削除によ

るものです。 

 

（17） 【９．２２注】を次のように改める。（下線部を追加）  

 

  我が国のプロ野球では、〝組まれている試合総数〟を〝行なった試合数〟

に、〝マイナーリーグ〟を〝イースタン・リーグおよびウエスタン・リーグ〟

に置きかえて適用する。数の算出にあたり、端数は本条（ａ）（ｂ）各〔原注〕

に準ずる。 

 

 規則９．２２においては、我が国のプロ野球でも各プレーヤーの公式記録を基に

本項の基準を引用しており、ファーム公式戦においては、本項に表記された「マイ

ナーリーグ」に関する規定をそのまま採用する形となっています。従って、「マイナ

ーリーグ」に関する内容の記述も現行のままで、上記の【９．２２注】に関する文

言においても、ファーム公式戦に関する取り扱いの記述を追加したものとなります。 

 

（18） 定義１４ 「コールドゲーム」を次のように改める。（下線部を追加） 

 

   どのような理由にせよ、球審もしくはリーグ事務局が、その試合の完了する

前に打ち切りを命じた試合である。 

 

 ７．０１（ａ）（２）改正のとおり、試合の打ち切りを命じることができる権限

を球審だけでなく、リーグ事務局も加える旨の文言が追加されました。 

 

(19） 定義６３ ＰＯＳＴＰＯＮＥＤ ＧＡＭＥ 「ポストポンドゲーム」を追

加し、以下を繰り下げる。 

どのような理由にせよ、予定された日に開始できず、延期された試合である。 

 

 規則７．０２の中で多く表現されている「ポストポンドゲーム」について、新た

な定義の１つとして公認野球規則に加えられることとなりました。 

 

以 上 


